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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）半導体回路形成領域に半導体回路と、該半導体回路と回路外部とを接続するため
のデバイス端子と、デバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられたシリコンチップ
の該保護膜上に絶縁層を設ける工程、（ｂ）該絶縁層表面にマスクを介して選択露光し、
現像処理して所望パターンの絶縁層をハーフエッチング処理して形成して、外部回路基板
接合用端子用の絶縁体からなる突起部を形成する工程、（ｃ）再度マスクを介して選択露
光し、現像処理してデバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、
（ｄ）シリコンチップの絶縁層側表面全面に、ニッケル、コバルト、クロム、チタニウム
、バナジウム及びこれらの金属を主成分とする合金の中から選ばれる金属からなる中間層
を形成する工程、（ｅ）上記中間層の上に金属層を設けたのち、その上にレジスト層を設
け、配線用マスクを介して選択露光し、現像処理してレジストパターンを形成させ、次い
で露出した金属層をエッチング処理後、該レジストパターンを除去する工程、（ｆ）絶縁
層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ外部回路基板
接合用端子が埋設されるように封止材層を設ける工程、及び（ｇ）該封止材層をハーフエ
ッチング処理して、外部回路基板接合用端子先端部を露出させ、露出した外部回路基板接
合用端子先端部にはんだボールを搭載する、あるいはめっき層を設ける工程、を含むこと
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　（ａ）半導体回路形成領域に半導体回路と、該半導体回路と回路外部とを接続するため
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のデバイス端子と、デバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられたシリコンチップ
の該保護膜上に絶縁層を設ける工程、（ｂ'）該絶縁層表面にマスクを介して選択露光し
、現像処理してデバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、（ｃ
'）チップ表面上に外部回路基板接合用端子形成用の絶縁層を設け、再度マスクを介して
選択露光、現像処理して、外部回路基板接合用端子用の絶縁体からなる突起部を形成する
と共に、デバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、（ｄ）シリ
コンチップの絶縁層側表面全面に、ニッケル、コバルト、クロム、チタニウム、バナジウ
ム及びこれらの金属を主成分とする合金の中から選ばれる金属からなる中間層を形成する
工程、（ｅ）上記中間層の上に金属層を設けたのち、その上にレジスト層を設け、配線用
マスクを介して選択露光し、現像処理してレジストパターンを形成させ、次いで露出した
金属層をエッチング処理後、該レジストパターンを除去する工程、（ｆ）絶縁層側表面全
面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ外部回路基板接合用端子
が埋設されるように封止材層を設ける工程、及び（ｇ）該封止材層をハーフエッチング処
理して、外部回路基板接合用端子先端部を露出させ、露出した外部回路基板接合用端子先
端部にはんだボールを搭載する、あるいはめっき層を設ける工程、を含むことを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の半導体装置の製造方法の（ｅ）工程の中間層の上に設けられる金
属層を少なくとも２層とし、かつ中間層の表面に接する金属層を金、銀、銅、アルミニウ
ム、インジウム及びこれらを主成分とする合金の中から選ばれる少なくとも１種で形成す
ると共に、最外層の金属層を銅又は銅合金で形成する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１、２又は３記載の半導体装置の製造方法の絶縁層及び封止材層が感光性樹脂か
らなる半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置の製造方法の感光性樹脂が感光性ポリイミド樹脂、感光性ポ
リベンゾオキサゾール樹脂及び感光性エポキシ樹脂の中から選ばれる少なくとも１種から
なるものである半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、
高位置精度、サイズの均一性、高さの均一性などに優れる外部回路基板接合用端子を有す
るウエハレベルチップサイズパッケージ用半導体装置、及びこのものを効率よく製造する
方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
高密度集積回路用などへの半導体素子の実装に関する技術が、大きく代わってきている。
例えば、チップサイズパッケージ（ＣＳＰ）技術ではセラミック材料やテープ材料に半導
体チップを搭載し、樹脂封止等を行い半導体パッケージとして組み上げ、これをマザーボ
ードやドーターボードに接合する方法から、半導体素子そのものを封止することなくマザ
ーボードやドーターボードに接合するベアチップ実装法に代わりつつある。
ベアチップ実装法では、半導体チップに配線基板を貼り付け、これを、はんだボール等を
介してマザーボード等の基板（以下単に「外部回路基板」と称す。）に接合する方法と、
ＩＣチップに切断する前のウエハの段階でウエハ表面にバンプ部を直接形成し、その後切
断し、これを回路基板に接合する方法、いわゆるウエハレベルパッケージ法とがある。小
型化の観点より、技術的困難性はあるものの、開発の力点はウエハレベルチップサイズパ
ッケージ法に置かれているのが実状である。
ウエハレベルチップサイズパッケージ法では、ウエハの半導体回路形成領域に複数の個別
の半導体回路を形成後、前記半導体回路と該外部回路とを電気的に接続するために設けら
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れたデバイス端子が露出する開口部を有する絶縁層を設ける。そして、絶縁層全面にスパ
ッタリング装置や真空蒸着装置を用いて金属膜を形成する。
次に、上記配線部表面に感光性レジストをスピンコーターなどで厚さ２０～１５０μｍ程
度になるように形成する。そして、所定のマスクを用いて露光し、現像して外部回路基板
接続用端子（以下単に「接続端子」と称すことがある。）となる位置に開口部を設け、電
解めっきして開口部をめっき金属で充填する。この場合の充填高さが接続端子の高さにな
る。その際前記絶縁層上に設けられた金属薄膜がめっき時の陰極として作用する。
その後感光性レジストを剥離して、金属の突起物から成る接続端子を得る。さらに下地で
ある前記金属層をエッチングして絶縁層表面にデバイス端子と接続端子とを結線する配線
層を形成し、各チップに分割してウエハレベルパッケージを得ている。
なお、絶縁体層表面に接続端子のみを形成し、これとデバイス端子とをファインワイヤー
や導電性接着剤などで接続し、その後めっき法により端子上に金属を盛り上げる場合もあ
る。
しかしながら、上記の方法に従い電気めっき法で接続端子を形成しようとすると、その高
さが２０～１００μｍ程度と高いため、めっき時間が１～５時間と長時間かかり、半導体
パッケージ製造コストが高いものとなる。また、個々の開口部間で電流密度分布が均一と
なりにくいため、得られるバンプの高さが大きくばらつくのを免れず、その結果、外部回
路基板と接続する際に、未接続な個所を生じることになる。
さらに接続端子形成時の下地金属の汚れや酸化膜などがあると、この影響により接続端子
と、デバイス端子とを結ぶ配線層の絶縁層に対する密着力が弱くなり、機械的信頼性及び
電気接合性で問題を生ずる。具体的には、半導体実装における半導体チップと外部回路基
板との接合不良という問題となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような従来技術が有する欠点を克服し、高位置精度、サイズの均一性、高
さの均一性などに優れた接続端子を有するウエハレベルチップサイズパッケージ用半導体
装置を提供することを目的としてなされたものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、前記の好ましい性質を有するウエハレベルチップサイズパッケージ用半
導体装置を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、基本的に接続端子を絶縁体からなる突起部
とその表面を覆う金属層とで構成することにより、その目的を達成しうること、そして、
特定の工程を施すことにより、所望の半導体装置が効率よく得られることを見出し、この
知見に基づいて本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は、
（１）（ａ）半導体回路形成領域に半導体回路と、該半導体回路と回路外部とを接続する
ためのデバイス端子と、デバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられたシリコンチ
ップの該保護膜上に絶縁層を設ける工程、（ｂ）該絶縁層表面にマスクを介して選択露光
し、現像処理して所望パターンの絶縁層をハーフエッチング処理して形成して、外部回路
基板接合用端子用の絶縁体からなる突起部を形成する工程、（ｃ）再度マスクを介して選
択露光し、現像処理してデバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工
程、（ｄ）シリコンチップの絶縁層側表面全面に、ニッケル、コバルト、クロム、チタニ
ウム、バナジウム及びこれらの金属を主成分とする合金の中から選ばれる金属からなる中
間層を形成する工程、（ｅ）上記中間層の上に金属層を設けたのち、その上にレジスト層
を設け、配線用マスクを介して選択露光し、現像処理してレジストパターンを形成させ、
次いで露出した金属層をエッチング処理後、該レジストパターンを除去する工程、（ｆ）
絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ外部回路
基板接合用端子が埋設されるように封止材層を設ける工程、及び（ｇ）該封止材層をハー
フエッチング処理して、外部回路基板接合用端子先端部を露出させ、露出した外部回路基
板接合用端子先端部にはんだボールを搭載する、あるいはめっき層を設ける工程、を含む
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ことを特徴とする半導体装置の製造方法、
（２）（ａ）半導体回路形成領域に半導体回路と、該半導体回路と回路外部とを接続する
ためのデバイス端子と、デバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられたシリコンチ
ップの該保護膜上に絶縁層を設ける工程、（ｂ'）該絶縁層表面にマスクを介して選択露
光し、現像処理してデバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、
（ｃ'）チップ表面上に外部回路基板接合用端子形成用の絶縁層を設け、再度マスクを介
して選択露光、現像処理して、外部回路基板接合用端子用の絶縁体からなる突起部を形成
すると共に、デバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、（ｄ）
シリコンチップの絶縁層側表面全面に、ニッケル、コバルト、クロム、チタニウム、バナ
ジウム及びこれらの金属を主成分とする合金の中から選ばれる金属からなる中間層を形成
する工程、（ｅ）上記中間層の上に金属層を設けたのち、その上にレジスト層を設け、配
線用マスクを介して選択露光し、現像処理してレジストパターンを形成させ、次いで露出
した金属層をエッチング処理後、該レジストパターンを除去する工程、（ｆ）絶縁層側表
面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ外部回路基板接合用
端子が埋設されるように封止材層を設ける工程、及び（ｇ）該封止材層をハーフエッチン
グ処理して、外部回路基板接合用端子先端部を露出させ、露出した外部回路基板接合用端
子先端部にはんだボールを搭載する、あるいはめっき層を設ける工程、を含むことを特徴
とする半導体装置の製造方法、
（３）第１項又は第２項記載の半導体装置の製造方法の（ｅ）工程の中間層の上に設けら
れる金属層を少なくとも２層とし、かつ中間層の表面に接する金属層を金、銀、銅、アル
ミニウム、インジウム及びこれらを主成分とする合金の中から選ばれる少なくとも１種で
形成すると共に、最外層の金属層を銅又は銅合金で形成する半導体装置の製造方法、
（４）第１項、第２項又は第３項記載の半導体装置の製造方法の絶縁層及び封止材層が感
光性樹脂からなる半導体装置の製造方法、及び
（５）第４項記載の半導体装置の製造方法の感光性樹脂が感光性ポリイミド樹脂、感光性
ポリベンゾオキサゾール樹脂及び感光性エポキシ樹脂の中から選ばれる少なくとも１種か
らなるものである半導体装置の製造方法、
を提供するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明の半導体装置は、半導体回路が形成されたチップと、該チップの半導体回路形成側
表面に設けられたデバイス端子と、該デバイス端子と電気的に結合され、かつ絶縁体から
なる突起部及び該絶縁体表面に設けられた金属層からなる外部回路基板接合用端子（接続
端子）とから構成されたウエハレベルチップサイズの半導体装置である。
次に、このような構成の本発明の半導体装置について添付図面に従って説明する。
図１及び図２は、本発明の半導体装置の異なる例の構成を示す断面図であって、図１は、
接続端子表面にはんだボールを搭載した例であり、図２は接続端子表面にめっき層を設け
た例である。半導体回路形成領域に半導体回路が形成されたシリコンチップ１上に、前記
半導体回路と該外部回路とを電気的に接続するために設けられたデバイス端子２が露出す
るような開口部３を有する保護膜４が設けられている。
この保護膜４の上に絶縁層５が設けられており、該絶縁層５は外部回路基板の電極（図示
せず。）と対応した位置に接続端子６を構成する突起部７とデバイス端子２が露出する開
口部８が設けられている。そして、突起部７の表面が金属層９で被覆されて接続端子６が
形成され、この接続端子６と金属層９で被覆されたデバイス端子２とが配線を構成する該
金属層９により電気的に結合されている。
絶縁層５の材料としては、金属層９を安定して支持し、実質的に電気的絶縁性及び耐熱性
を確保するものであれば特に限定されないが、安価で加工性に優れた樹脂材料が好ましい
。このような材料としては、ポリエステル系樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン系樹脂、ポリ
スチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリベンゾオキサゾール樹脂
、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）共重合体樹脂、ポリカーボネート



(5) JP 4352294 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂などの熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂が挙げら
れる。なお、絶縁層５には突起部７及び開口部８を形成する必要があるが、加工法として
フォトリソグラフ法を用いることが簡便であり、高位置精度、高寸法精度を得ることが容
易である感光性樹脂を用いることが望ましい。好ましい感光性樹脂としては、感光性ポリ
イミド樹脂、感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂、感光性エポキシ樹脂を挙げることがで
きる。
【０００６】
また、絶縁層５と突起部７は一括ではなく２度に分けて形成してもよく、まず絶縁層５を
感光性樹脂により開口部８を形成したのち更に突起部７を形成するための絶縁層を感光性
樹脂で設け、パターニングにより突起部７を形成するとともに、開口部に充填された絶縁
層を除いてもよい。
また絶縁層５と突起部７とは異なった材料で構成してもよく、予め突起形状物を別途作成
し、接着剤により前記絶縁層５に設置して突起部７としてもよい。例えば、突起形状物を
熱可塑性樹脂で作製し、熱融着で固定してもよい。ただし、この方法ではより高位置精度
や高寸法精度が求められる場合には必ずしも十分な対応ができない場合もある。
また、絶縁層５を形成したのちに突起部７をスクリーン印刷法等の印刷方式により所望の
位置に形成する方法でもよい。適切な突起部の高さや絶縁層の厚さは、絶縁効果、後述す
る封止樹脂の効果、求められるチップサイズパッケージの高さなどから決定されるもので
あり、不必要に厚くすることは好ましくない。
突起部７の形状は特にこだわらないが、その表面ははんだボール１０を搭載する場合には
、安定に搭載する必要があり平坦部、あるいは球面状凹部を有することが望ましい。
次に金属層９であるが、金属層９は、基本的にはスパッタリング、真空蒸着、無電解めっ
き、電解めっき等の中から選ばれる少なくとも１種の方法を用いて形成し、配線層はこの
金属層９をエッチングして作製する。本発明では、金属層９を少なくとも２層で構成する
のが望ましい。１層で構成してもよいが、導電性の良い銅や銅合金を用いた場合、絶縁層
との密着強度が相対的に小さく、十分な配線層が得られないからである。図１の例では３
層構造となっており、中間層１１と、シード層１２と、ベース層１３で構成されている。
本例を基に、金属層９を多層で構成する場合について説明する。まず、中間層１１を絶縁
層５の表面全面に設ける。この中間層１１はクロム、ニッケル、チタニウム、バナジウム
、あるいはこれらを主成分とする合金など、絶縁層５と相対的に密着力の強い金属で構成
するのがよい。これはベース層１３を電気めっき法で設ける際の陰極、あるいは配線とし
ての役目を果たすシード層１２を導電性のよい金、銀、銅、アルミニウム、インジウム、
あるいはこれらを主成分とする合金などで絶縁層５の上に直接作製した場合、得られる金
属層９と絶縁層５との密着強度が相対的に小くなるが、中間層１１を設けることにより密
着強度の大きな金属層９を得ることができるようになるからである。
【０００７】
中間層１１は絶縁層５の表面に直接設けることから、通常無電解めっき法、あるいはスパ
ッタリング法、蒸着法などの乾式成膜法などにより設けるが、その厚さは１０～１００ｎ
ｍとすることが好ましい。あまりに薄すぎると均一な膜が得られず、あまりに厚すぎると
長時間の成膜時間が必要とされるばかりでなく、緻密で均一な中間層１１が得られないか
らである。例えば、乾式成膜法で中間層を得る場合、得られる中間層の厚さが厚くなるに
従い内部応力が高くなり、クロムで成膜した場合には通常膜厚が５μｍを超えると該内部
応力により膜が剥離してくるおそれがある。また、無電解めっきで厚い膜を形成すると、
得られる膜は緻密なものとならない。
金属層９を２層とする場合、中間層１１の上に直接ベース層１３を設けることになるが、
ベース層１３は配線を形成した後の電気特性や、はんだボール１０や接合用のめっき層１
５との接合性の面から銅、あるいは銅合金を用いることが好ましい。
３層とする場合、シード層１２は乾式成膜法で形成するのが簡便であるが、この場合、シ
ード層１２の厚さは５０ｎｍ～１μｍとすることが好ましい。上記した理由によりシード
層１２があまりに薄くても、厚くても均一な膜が形成されず、ベース層を電気めっきで形
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成する場合に陰極として十分な機能が発揮されないからである。
ベース層１３は上記したように銅、銅合金等の導電性材料で構成するが、その厚さは、最
終的に得られる配線の電気特性が所望のものとなる厚さとし、電気めっき法により設ける
ことが効率的で好ましい。
このようにして得られた金属層９をフォトリソグラフ法によりエッチングして配線部、突
起部表面、デバイス端子表面部以外の金属層９を除去する。その表面に金属層が設けられ
た突起部７は、前述した接続端子６となる。この接続端子６の表面にははんだボール１０
が搭載されることがあるため、平面状、あるい凹面状とすることが好ましい。
次に、配線層及びデバイス端子２の表面部が露出せず、かつ接続端子６の少なくとも表面
が露出するように封止材層１４を設ける。図１の半導体パッケージは外部回路基板端子表
面にはんだボール１０を搭載したものであり、図２はめっき層１５が設けられたものであ
る。めっき層１５の材質としては、金、銀、パラジウム、ニッケル、はんだ等の少なくと
も１種を用いることが一般的である。なお、図１のようにはんだボール１０を搭載したも
のがＢＧＡ（ボール・グリット・アレ）構造となり、図２のようにめっき層１５が設けら
れたものがＬＧＡ（ランド・グリット・アレ）構造となる。
【０００８】
封止材層１４の材料としては、配線層やデバイス端子２を安定して保護でき、実質的に電
気的絶縁性及び耐熱性が確保されるものであれば特に限定されない。実際の作製に当たり
、安価で加工性に優れた材料であるポリエステル系樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン系樹脂
、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリベンゾオキサゾー
ル樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）共重合体樹脂、ポリカーボ
ネート系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂などの熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂が
用いることができる。
そして、少なくとも接続端子６の表面をきれいに露出させるためには、上記樹脂を感光性
のあるものとし、例えば、配線側表面全体に、接続端子６が埋まる厚さに封止材層を設け
、その後接続端子６の表面が露出するまでハーフエッチングを行う。好ましい樹脂として
は、感光性ポリイミド樹脂、感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂、感光性エポキシ樹脂で
ある。
封止材で保護する効果としては、配線層等が損傷されないようにするばかりか、シリコン
ウエハ１上に形成された半導体回路がα線により損傷されるのを防止する効果、また外部
回路板への実装の際、はんだに付帯するフラックスにより配線層が汚染され、劣化しない
ようにする効果も挙げられる。封止材層の厚さは、これらの効果が得られるに足る厚さで
あればよく、不必要に厚くすることは好ましくない。具体的には用いる樹脂の組成や、性
質に応じて適宜最適値を求めればよい。
なお、シリコンウエハ１上に形成された半導体回路の電気テスト、バーンインテストなど
は前記接続端子６に直接プローブを当てることで簡単に行うことができる。
本発明においては、ウエハを用いて複数のパッケージを一度に作製し、これを分割すれば
、効率よく、本発明のウエハレベルチップサイズパッケージを得ることができる。
本発明はまた、半導体装置の製造方法をも提供するものである。
本発明の半導体装置の製造方法においては、以下に示すように、（１）(ａ)、(ｂ)、(ｃ)
、(ｄ)、(ｅ)、(ｆ)及び(ｇ)工程を含む方法と、（２）(ａ)、(ｂ')、(ｃ')、(ｄ)、(ｅ)
、(ｆ)及び(ｇ)工程を含む方法の２つの態様がある。
【０００９】
前記(１)の製造方法においては、
（ａ）半導体回路形成領域に半導体回路と、該半導体回路と回路外部とを接続するための
デバイス端子と、デバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられたシリコンチップの
該保護膜上に絶縁層を設ける工程、
（ｂ）該絶縁層表面にマスクを介して選択露光し、現像処理して所望パターンの絶縁層を
ハーフエッチング処理して形成して、外部回路基板接合用端子用の絶縁体からなる突起部
を形成する工程、
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（ｃ）再度マスクを介して選択露光し、現像処理してデバイス端子上の絶縁層を除去し、
デバイス端子を露出させる工程、
（ｄ）シリコンチップの絶縁層側表面全面に、ニッケル、コバルト、クロム、チタニウム
、バナジウム及びこれらの金属を主成分とする合金の中から選ばれる金属からなる中間層
を形成する工程、
（ｅ）上記中間層の上に金属層を設けたのち、その上にレジスト層を設け、配線用マスク
を介して選択露光し、現像処理してレジストパターンを形成させ、次いで露出した金属層
をエッチング処理後、該レジストパターンを除去する工程、
（ｆ）絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ外
部回路基板接合用端子が埋設されるように封止材層を設ける工程、
及び
（ｇ）該封止材層をハーフエッチング処理して、外部回路基板接合用端子先端部を露出さ
せ、露出した外部回路基板接合用端子先端部にはんだボールを搭載する、あるいはめっき
層を設ける工程、
を順次施すことにより、本発明の半導体装置を効率よく製造することができる。
一方、前記(２)の製造方法においては、
上記(ａ)工程、
（ｂ'）該絶縁層表面にマスクを介して選択露光し、現像処理してデバイス端子上の絶縁
層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、
（ｃ'）チップ表面上に外部回路基板接合用端子形成用の絶縁層を設け、再度マスクを介
して選択露光、現像処理して、外部回路基板接合用端子用の絶縁体からなる突起部を形成
すると共に、デバイス端子上の絶縁層を除去し、デバイス端子を露出させる工程、
及び上記の(ｄ)～(ｇ)工程、
を順次施すことにより、本発明の半導体装置を効率よく製造することができる。上記の各
工程の詳細については、前述の本発明の半導体装置において説明したとおりである。
【００１０】
【実施例】
次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によって
なんら限定されるものではない。
実施例１
半導体回路形成領域に１４４個の半導体回路と、各半導体回路ごとに５４個のデバイス端
子と、これらのデバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられた直径６インチシリコ
ンウエハの表面全面に絶縁層としてポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［製品名「
ＣＲＣ－８３２０」住友ベークライト社製］をスピンコーターで塗布、ホットプレートで
１２５℃、４分間プリベークし厚さ４０μｍの塗膜を得た。絶縁層表面に所望のマスクを
用い露光［ｇ線ステッパー：ニコン社製「ＮＳＲ１５０５Ｇ３Ａ」１５００mJ／cm2］、
現像［現像液：東京応化工業(株)製「ＮＭＤ－３」ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウム
ヒドロキシド）２.３８重量％　４０secパドル×４回］、リンス（純水）処理したのち、
絶縁層をハーフエッチングして各々の半導体回路に必要とされる接合端子用の突起部を得
た。
次にデバイス端子上の絶縁体層を除去するために、マスクを介して再度露光、現像し、デ
バイス端子上の絶縁体を上記と同様にして除去してデバイス端子を露出させた。その後、
窒素雰囲気中で１５０℃で３０分間、さらに３２０℃で３０分間加熱して硬化させた。こ
の際の突起部の高さは、ウエハ面内で２５μｍ±２μｍと膜厚バラツキが安定していた。
次にＲＦスパッタ装置［神港精機社製］を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面
に金属層を形成した。なお金属の種類は中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用い、シ
ード層として厚さ１００ｎｍの銅層を用いた。成膜条件としては、スパッタリング法によ
り、到達真圧力５×１０-4Ｐａ、スパッタ圧力６.７×１０-1Ｐａ、Ａｒ流量２０ＳＣＣ
Ｍを採用した。
次に、電解銅めっき法により厚さ１５μｍの銅層を設け、これをベース層とした。この際
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、めっき液組成は銅２８ｇ／リットル、硫酸２００ｇ／リットル、塩素イオン７０mg／リ
ットル、添加剤［ミクロファブＣｕ``Ｂ''ＥＥＪＡ（日本エレクトロプレティング・エン
ジニヤース）社製］２５ml／リットルとした。まためっき条件はめっき温度を２８℃、電
流密度３Ａ／ｄｍ2とした。
続いてこのウエハ上にポジ型フォトレジスト［東京応化工業(株)製「ＰＭＥＲＰ－ＬＡ９
００ＰＭ」］をスピンコーティングで膜厚が１０～１５ｎｍになるように塗布した。これ
をオーブンで１１０℃にて６分間硬化させ、得られたレジスト膜に配線用マスクを用いて
露光し、その後、現像液［東京応化工業(株)製、「Ｐ－７Ｇ」］を用いて現像を行なった
。
次に塩化第二銅溶液で露出した金属層部分のシード層とべ一ス層をエッチングし、次いで
レジストを剥離液［東京応化工業(株)製「ＰＳ」］で剥離後、デスミア液［マグダミット
社製］で中間層を除去し、接続端子と、この接続端子とデバイス端子とを電気的に接合す
る配線層とを得た。
その後、絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ
接続端子が埋設されるように感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［商品名「ＣＲＣ－８３
２０」住友ベークライト社製］を塗布して封止材層を設け、次いで露光、現像によりテト
ラメチルアンモニウムヒドロキシド［商品名「ＮＭＤ－３」東京応化工業(株)製］を用い
て該封止材層をハーフエッチングして接続端子先端部を露出させた。窒素オーブンにて硬
化し、その後、接続端子先端部にフラックスを塗布し、はんだボールを搭載し、リフロー
し、ウエハを分割して図１のタイプのウエハレベルチップサイズパッケージを１４４個得
た。
その後、これらのウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基板に搭載し、導通状
態を調べた。その結果、導通不良のものはみられなかった。さらに、その後にウエハレベ
ルチップサイズパッケージを外部回路基板より引きはがし、はがし面を観察したところ、
いずれも破断ははんだボールの母体でおきており、正常に接合されていたことが分かった
。このことは、本発明のウエハレベルチップサイズパッケージを用いて電子機器を組み立
てた場合、高信頼性が得られることを示している。
【００１１】
実施例２
半導体回路形成領域に１４４個の半導体回路と、各半導体回路ごとに５４個のデバイス端
子と、これらのデバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられた直径６インチシリコ
ンウエハの表面全面に絶縁層としてポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［製品名「
ＣＲＣ－８３２０」住友ベークライト社製］をスピンコーターで塗布、ホットプレートで
１２０℃にて４分間プリベークし厚さ７μｍの塗膜を得た。絶縁層表面にデバイス端子部
分を開口するような所望のマスクを用い露光［ｇ線ステッパー：ニコン社製「ＮＳＲ１５
０５Ｇ３Ａ」５００mJ／cm2］、現像［現像液：東京応化工業(株)製「ＮＭＤ－３」ＴＭ
ＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）２.３８重量％　２０secパドル×２回］
、リンス（純水）処理したのちホットプレートにて２５０℃で４分間キュアをした。更に
その上に接合端子用突起を形成するために、直径６インチシリコンウエハの表面全面に絶
縁層としてポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［製品名「ＣＲＣ－８３２０」住友
ベークライト社製］をスピンコーターで塗布したのち、ホットプレートで１２５℃にて４
分間プリベークし厚さ４０μｍの塗膜を得た。絶縁層表面に所望のマスクを用い露光［ｇ
線ステッパー：ニコン社製「ＮＳＲ１５０５Ｇ３Ａ」２０００mJ／cm2］、現像［現像液
：東京応化工業(株)製「ＮＭＤ－３」ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド
）２.３８重量％　４０secパドル×４回］、リンス（純水）処理して絶縁層をエッチング
し、各々の半導体回路に必要とされる接合端子用の突起部を得、デバイス端子上の絶縁体
層も除去してデバイス端子を露出させた。その後、窒素雰囲気中で１５０℃にて３０分間
、さらに３２０℃にて３０分間硬化させた。
次にＲＦスパッタ装置［神港精機社製］を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面
に金属層を形成した。なお金属の種類は中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用い、シ
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ード層として厚さ１００ｎｍの銅層を用いた。成膜条件としては、スパッタリング法によ
り、到達真圧力５×１０-4Ｐａ、スパッタ圧力６.７×１０-1Ｐａ、Ａｒ流量２０ＳＣＣ
Ｍを採用した。
次に、電解銅めっき法により厚さ１５μｍの銅層を設け、これをベース層とした。この際
、めっき液組成は銅２８ｇ／リットル、硫酸２００ｇ／リットル、塩素イオン７０mg／リ
ットル、添加剤［ミクロファブＣｕ``Ｂ''ＥＥＪＡ（日本エレクトロプレティング・エン
ジニヤース）社製］２５ml／リットルとした。まためっき条件はめっき温度を２８℃、電
流密度３Ａ／ｄｍ2とした。
続いてこのウエハ上にポジ型フォトレジスト［東京応化工業(株)製「ＰＭＥＲＰ－ＬＡ９
００ＰＭ」］をスピンコーティングで膜厚が１０～１５μｍになるように塗布した。これ
をオーブンで１１０℃にて６分間硬化させ、得られたレジスト膜に配線用マスクを用いて
露光し、その後、現像液［東京応化工業(株)製「Ｐ－７Ｇ」］を用いて現像を行なった。
次に塩化第二銅溶液で露出した金属層部分のシード層とべ一ス層をエッチングし、次いで
レジストを剥離液［東京応化工業(株)製「ＰＳ」］で剥離後、デスミア液［マグダミット
社製］で中間層を除去し、接続端子と、接続端子とデバイス端子とを電気的に接合する配
線層とを得た。
その後、絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ
接続端子が埋設されるように感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［商品名「ＣＲＣ－８３
２０」住友ベークライト社製］を塗布して封止材層を設け、次いで露光、現像によりテト
ラメチルアンモニウムヒドロキシド［商品名「ＮＭＤ－３」東京応化工業(株)製］を用い
て該封止材層をハーフエッチングして接続端子先端部を露出させた。窒素オーブンにて硬
化し、その後、接続端子先端部にフラックスを塗布し、はんだボールを搭載し、リフロー
し、ウエハを分割して図１のタイプのウエハレベルチップサイズパッケージを１４４個得
た。
その後、これらのウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基板に搭載し、導通状
態及び機械的接合を調べた。その結果、導通不良もなく、破断ははんだボールの母体でお
きており、実施例１同様正常に接合されていたことが分かった。
【００１２】
実施例３
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用い、シード層を設けず上
記ＲＦスパッタ装置にて厚さ１５μｍの銅層を製膜しベース層を作成し、中間層とベース
層の２層からなる金属層を構成し、電解銅めっきを施さない以外は同様にしてウエハレベ
ルチップサイズパッケージを得た。その後、これらのウエハレベルチップサイズパッケー
ジを外部回路基板に搭載し、導通状態及び機械的接合を調べた。その結果、導通不良もな
く、破断ははんだボールの母体でおきており、実施例１同様正常に接合されていたことが
分かった。
実施例４
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのニッケル層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを得
た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの母
体でおきており、実施例１同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例５
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのチタニウム層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを
得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの
母体でおきており、実施例１同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例６



(10) JP 4352294 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのバナジウム層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを
得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの
母体でおきており、実施例１同様正常に接合されていたことが分かった。
【００１３】
実施例７
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのニッケルクロム合金層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッ
ケージを得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだ
ボールの母体でおきており、実施例１同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例８
半導体回路形成領域に１４４個の半導体回路と、各半導体回路ごとに５４個のデバイス端
子と、これらのデバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられた直径６インチシリコ
ンウエハの表面全面に絶縁層としてネガ型感光性ポリイミド樹脂［製品名「ＣＲＣ－６０
８７」住友ベークライト社製］をスピンコーターで塗布、乾燥機により８０℃１時間乾燥
し、４０μｍの塗膜を得た。絶縁層表面に所望のマスクを用い露光（ｇ線ステッパー　１
５００mJ／cm2）、現像（現像液：シクロペンタノン）、リンス（プロピレングリコール
モノメチルエーテルアセテート）処理して絶縁層をハーフエッチングし、各々の半導体回
路に必要とされる接合端子用の突起部を得た。
次にデバイス端子上の絶縁体層を除去するために、マスクを介して再度露光、現像し、デ
バイス端子上の絶縁体を上記と同様にして除去してデバイス端子を露出させた。その後、
窒素雰囲気中で１５０℃にて３０分間、さらに３５０℃にて６０分間硬化させた。
次にＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に金属層を形成し
た。なお金属の種類は中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用い、シード層として厚さ
１００ｎｍの銅層を用いた。ベース層の作製、配線層の作製方法は実施例１と同様にした
。
その後、絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ
接続端子が埋設されるようにネガ感光性ポリイミド樹脂［商品名「ＣＲＣ－６０８７」住
友ベークライト社製］を塗布して封止材層を設け、次いで露光、現像により（現像液：シ
クロペンタノン）を用いて該封止材層をハーフエッチングして接続端子先端部を露出させ
た。窒素オーブンにて硬化し、その後、接続端子先端部にフラックスを塗布し、はんだボ
ールを搭載し、リフローし、ウエハを分割して図１のタイプのウエハレベルチップサイズ
パッケージを１４４個得た。
その後、これらのウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基板に搭載し、導通状
態を調べた。その結果、導通不良のものはみられなかった。さらに、その後にウエハレベ
ルチップサイズパッケージを外部回路基板より引きはがし、はがし面を観察したところ、
いずれも破断ははんだボールの母体でおきており、正常に接合されていたことが分かった
。このことは、本発明のウエハレベルチップサイズパッケージを用いて電子機器を組み立
てた場合、高信頼性が得られることを示している。
実施例９
実施例８において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのニッケル層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを得
た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの母
体でおきており、実施例８同様正常に接合されていたことが分かった。
【００１４】
実施例１０
実施例８において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
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金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのチタニウム層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを
得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの
母体でおきており、実施例８同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例１１
実施例８において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのバナジウム層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを
得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだボールの
母体でおきており、実施例８同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例１２
実施例８において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのニッケルクロム合金層で作製する以外は同様にしてウエハレベルチップサイズパッ
ケージを得た。その後、導通状態及び機械的接合の試験で導通不良もなく、破断ははんだ
ボールの母体でおきており、実施例８同様正常に接合されていたことが分かった。
実施例１３
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層及びシード層を設けず上記ＲＦスパッタ装置にて厚さ３μｍ
の銅層を製膜しベース層だけの金属層１層のみを作製し、電解銅めっきを施さない以外は
同様にしてウエハレベルチップサイズパッケージを得た。これらのウエハレベルチップサ
イズパッケージを外部回路基板に搭載し、導通状態を調べた。その結果、導通不良のもの
はみられなかった。しかし、その後にウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基
板より引きはがし、はがし面を観察したところ、いずれも破断は絶縁層と銅からなる金属
層の界面でおきており、正常に接合されていないことが分かった。
このように、中間層を設けずに、金属層を１層のみで作製することは、好ましくないこと
が分かる。
【００１５】
実施例１４
実施例１において、ＲＦスパッタ装置を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面に
金属層を形成する際、中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用いずに中間層を厚さ３０
ｎｍのアルミニウム層で作製し、シード層として厚さ１００ｎｍのニッケル層を用いた。
成膜条件としては、スパッタリング法により、到達真圧力５×１０-4Ｐａ、スパッタ圧力
６.７×１０-1Ｐａ、Ａｒ流量２０ＳＣＣＭを採用した。
次に、電解銅めっき法により厚さ１５μｍの銅層を設け、これをベース層とした。この際
、めっき液組成は銅２８ｇ／リットル、硫酸２００ｇ／リットル、塩素イオン７０mg／リ
ットル、添加剤［ミクロファブＣｕ``Ｂ''ＥＥＪＡ（日本エレクトロプレティング・エン
ジニヤース）社製］２５ml／リットルとした。上記金属層で作製する以外は同様にしてウ
エハレベルチップサイズパッケージを得た。これらのウエハレベルチップサイズパッケー
ジを外部回路基板に搭載し、導通状態を調べた。その結果、導通不良が見られた。また、
その後にウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基板より引きはがし、はがし面
を観察したところ、いずれも破断は絶縁層とアルミニウムからなる中間層の界面でおきて
おり、正常に接合されていないことが分かった。
このように、中間層をニッケル、コバルト、クロム、チタニウム、バナジウム、これらを
主成分とする合金以外の金属で作製することは、好ましくないことが分かる。
【００１６】
比較例
半導体回路形成領域に１４４個の半導体回路と、各半導体回路ごとに５４個のデバイス端
子と、これらのデバイス端子以外の回路側表面に保護膜が設けられた直径６インチシリコ
ンウエハの表面全面に絶縁層としてポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール樹脂［製品名「



(12) JP 4352294 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

ＣＲＣ－８３２０」住友ベークライト社製］をスピンコーターで塗布、ホットプレートで
１２０℃４分にてプリベークし厚さ７μｍの塗膜を得た。デバイス端子上の絶縁体層を除
去するために、所望のマスクを用い露光［ｇ線ステッパー：ニコン社製「ＮＳＲ１５０５
Ｇ３Ａ」５００mJ／cm2］、現像［現像液：東京応化工業(株)製「ＮＭＤ－３」ＴＭＡＨ
（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）２.３８重量％　２０ｓｅｃパドル×２回］
、リンス（純水）して現像し、デバイス端子上の絶縁体を除去してデバイス端子を露出さ
せた。その後、窒素雰囲気中で１５０℃で３０分間、さらに３２０℃で３０分間加熱して
硬化させた。
次にＲＦスパッタ装置［神港精機社製］を用いてシリコンウエハに設けられた絶縁層表面
に金属層を形成した。なお金属の種類は中間層として厚さ３０ｎｍのクロム層を用い、シ
ード層として厚さ１００ｎｍの銅層を用いた。成膜条件としては、スパッタリング法によ
り、到達真圧力５×１０-4Ｐａ、スパッタ圧力６.７×１０-1Ｐａ、Ａｒ流量２０ＳＣＣ
Ｍを採用した。
次に、電解銅めっき法により厚さ１５μｍの銅層を設け、これをベース層とした。この際
、めっき液組成は銅２８ｇ／リットル、硫酸２００ｇ／リットル、塩素イオン７０mg／リ
ットル、添加剤［ミクロファブＣｕ``Ｂ''ＥＥＪＡ（日本エレクトロプレティング・エン
ジニヤース）社製］２５ml／リットルとした。まためっき条件はめっき温度を２８℃、電
流密度３Ａ／ｄｍ2とした。
続いてこのウエハ上にポジ型フォトレジスト［東京応化工業(株)製「ＰＭＥＲＰ－ＬＡ９
００ＰＭ」］をスピンコーティングで膜厚が１０～１５μｍになるように塗布した。これ
をオーブンで１１０℃にて６分間硬化させ、得られたレジスト膜に配線用マスクを用いて
露光し、その後、現像液［東京応化工業(株)製「Ｐ－７Ｇ」］を用いて現像を行なった。
次に塩化第二銅溶液で露出した金属層部分のシード層とべ一ス層をエッチングし、次いで
レジストを剥離液［東京応化工業(株)製「ＰＳ」］で剥離後、デスミア液［マグダミット
社製］で中間層を除去し、接続端子と、接続端子とデバイス端子とを電気的に接合する配
線層とを得た。
続いてこのウエハ上にめっきパンプ形成用フォトレジスト［東京応化工業(株)製「オーデ
ィールα－３７５」膜厚７５μｍ］を１０５℃、２.５kg／cm2、搬送速度２.０m／分でラ
ミネートした。得られたレジスト膜にめっきパンプ形成用マスクを用いて露光し、その後
、現像液（１重量％Ｎａ2ＣＯ3溶液、３０±１℃）を用いて現像を行った。電解めっき法
によりめっき厚が６０～８０μｍになるまでめっきした。この際、めっき液組成は銅２８
ｇ／リットル、硫酸２００ｇ／リットル、塩素イオン７０mg／リットル、添加剤［ミクロ
ファブＣｕ``Ｂ''ＥＥＪＡ（日本エレクトロプレティング・エンジニヤース）社製］２５
ml／リットルとした。まためっき条件はめっき温度を２８℃、電流密度３Ａ／ｄｍ2とし
た。次いでレジストを剥離液（２重量％ＮａＯＨ溶液、５０±１℃）で剥離した。
この際に作製しためっき法による外部端子はウエハ面内で厚みが６５μｍ±１０μｍとバ
ラツキが大きかった。
その後、絶縁層側表面全面に、該表面がシリコンウエハ面からの厚さが均一となり、かつ
接続端子が埋設されるように封止エポキシ樹脂を塗布、硬化して封止剤層を設け、次いで
ＣＭＰプロセスにより接続端子先端部を露出させた。その後、接続端子先端部にフラック
スを塗布し、はんだボールを搭載し、リフローし、ウエハを分割して図１のタイプのウエ
ハレベルチップサイズパッケージを１４４個得た。
その後、これらのウエハレベルチップサイズパッケージを外部回路基板に搭載し、導通状
態を調べた。その結果、導通不良が見られた。
【００１７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のウエハレベルチップサイズパッケージでは、絶縁層で作製し
た突起部表面に金属層を設けて得られる接続端子を採用するため、作製に手間がいらず、
該端子の位置精度、サイズのばらつき、高さの均一性などに優れたものとなる。また、熱
硬化型樹脂を用いれば、該端子も強固で信頼性の高いものとなる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の半導体装置の構成の１例（接続端子表面にはんだボールを搭載
した例）を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の半導体装置の構成の別の例（接続端子表面にめっき層を設けた
例）を示す断面図である。
【符号の説明】
１　シリコンウエハ
２　デバイス端子
３　開口部
４　保護膜
５　絶縁層
６　接続端子
７　突起部
８　開口部
９　金属層
１０　はんだボール
１１　中間層
１２　シード層
１３　ベース層
１４　封止材層
１５　めっき層

【図１】 【図２】
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